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　「すまい給付金」は、
本年度４月の消費税
８％への引上げに伴
い、国土交通省により、
住宅購入者の負担軽減
のため実施されています。収入に応じて、最
大30万円の給付を受けることができます。
　受給の条件や支給額、申請のやり方など
は「すまい給付金」事務局の問い合わせ窓口
でご確認いただけます。

　【お問い合わせ先】
●「すまい給付金」事務局お問い合わせ窓口
　（☎0570･064･186）
　午前９時〜午後５時（土日祝含む）
●「すまい給付金」ホームページ
　http://sumai-kyufu.jp/

「すまい給付金」を

� ご存知ですか？

防災ひとくちメモ  vol.28
初期消火はどうやるの？

　住宅用消火器の使い方を確認しましょう。
①.�あわてず火元まで運ぶ
　安全栓に指をかけて持つ
と、本体から抜けて落下す
る危険がありますので、レ
バー部分を持ちましょう。
②.安全栓を引き抜く
　安全栓は真上に抜きましょう。
③.ノズルやホースを火元に向ける
　炎部分に消火剤をかけても消火はできませ
ん。しっかりと火元を狙いましょう。
④.レバーを握って放射する
　炎が見えなくなるまで放射し続けましょう。

　消火器は、湿気の多い場所や取りにくい場所
に設置するのは避けて、玄関やリビングなどと
りやすく目につきやすい場所に置きましょう。

消火器の耐用年数

新規購入
消火器具等 税込価格

簡易消火具（スプレー式）￥1,800

消火薬剤1.2㎏型 ￥6,500

消火薬剤3.0㎏型 ￥7,500

住宅用火災警報器 ￥4,000

詰め替え
消火器種類 税込価格

消火薬剤1.2㎏型 ￥2,000

消火薬剤1.5㎏型 ￥2,000

消火薬剤2.0㎏型 ￥2,600

消火薬剤3.0㎏型 ￥3,500

●消火器の引き取りのみ…￥1,000
※�消火薬剤型の消火器を新規購入された場合のみ、古い消火器
の引き取りが無料になります

消火器を販売するために、こちらから訪問する
ことはありません。
悪徳商法や詐欺には十分注意してください。

注
意
【連絡先】�日高町消防団事務局（☎63・2051）

日高町消防団

消火器斡旋料金一覧表

10年程度10年程度
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【開館時間】

午前11時〜午後9時
（入浴受付は、午後8時まで）
【休館日】

毎週火曜日（祝日の場合は、翌日）
および12月28日〜1月3日

【料　金】

□大人（中学生以上）…600円
□小人（3歳〜小学生以下）…300円
□身体障害者手帳保持者（身体・知的・精神）
　および満70歳以上、介添人…510円
※お得で便利な回数券もご利用ください

日高町方杭100番地　☎64・2
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町内にお住まいの60歳以上の方
は、入館料が300円になりますの
で、受付にてお申し出ください！
※上記を証明するものが必要です。
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防衛省・自衛隊　　　　　平和を、仕事にする。自衛官募集

今こそ　君の力を
★貴方も自衛隊の幹部として活躍しませんか
　自衛隊幹部候補生（一般・技術）（22歳以上26歳未満の方）
　歯科・薬剤科幹部候補生（専門大卒20歳以上30歳未満の方）
　医科・歯科幹部自衛官（医師、歯科医師の免許をお持ちの方）

★社会に貢献する新しいカタチ
　予備自衛官補（一般・技能）
　一般は、18歳以上34歳未満、技能は18歳以上で国家免許資格等を有する方
　招集手当は、日額7,900円
受　付　期　間
幹 部 候 補 生：平成27年3月1日〜5月1日（締切日必着）
予備自衛官補：平成27年1月8日〜3月24日（締切日必着）

 ◇お問い合わせ・資料請求先
　自衛隊御坊地域事務所（JR御坊駅前駐車場入口右）
　〒644-0012　御坊市湯川町小松原４１０−１　丸仁第１ビル１階
　☎0738･23･0020　携帯電話070･6589･0327または、070･6591･1010
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （平日／ AM9:00〜PM6:00）

説　明　会
月　日 場　所 時　間

２／２１（土） 自衛隊御坊地域事務所（御坊駅前） 10:00〜15:00

子どものひきこもりに向き合って
－子どものひきこもりを経験した母親からのメッセージ－

　“ひきこもり”とは、仕事や学校に行かず家に
居がちで、家族以外の人と関わる機会がほとん
どない状態のことです。“ひきこもり”の状態が
続くと、本人だけでなく、家族も日々の生活の
中で不安やいきづまりを感じることが少なく
ありません。
　今回は、子どものひきこもりを経験した方
に、母親としての経験をお話していただきま
す。この機会が、ひきこもりで悩む他の家族の
苦悩を和らげ、当事者と接する際の参考になる
とともに、援助職者の支援の参考になればと考
えております。

日　時　平成27年２月20日（金）
　　　　10:00〜12:00

内　容　10:00〜11:00　講演会
　　　　�子どものひきこもりを経験した方に

お話ししていただきます。
　　　　11:00〜12:00　交流会
場　所　御坊保健所　別館　大会議室
　　　　（御坊市湯川町財部859-2）
定　員　30名
対　象　�講演会　ひきこもりの問題について

関心のある方（家族や本人、支援者など）
　　　　交流会　ひきこもりでお悩みのご家族

【お問い合わせ、お申込み先】
　和歌山県精神保健福祉センター
　（☎�073･435･5194）
　（FAX�073･435･5193）


